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ゴールデンウィークが終わりました。連休明けの昨日は一人のお休みもなく，久しぶりの学校
にみんな大喜び。連休疲れを少し心配しましたが，とっても元気な様子でした。
１日の震度４の地震にはハッとさせられましたが，特に被害の報告もなくホッとしたところで

した。また，連休中の子どもたちの事故等の報告もなく，こちらもホッとしました。各ご家庭で
のご指導や体調管理，お忙しい中でのたくさんの触れ合いに心から感謝申し上げます。
さて，今月は全校田植えなどの予定もありますが，子どもたちにはじっくりと腰を据えて学習

に取り組んでもらいたいと思っています。

連休前の４月２２日(木)に１年生を迎える会が行われました。６年生が企画から運営までをが
んばり，クイズあり，プレゼントありの心温まる楽しい集会になりました。会の後には，はばた
きグループの顔合わせも行われ，全校が一気に仲良くなったように感じました。

４月２８日(水)，大仙警察署と角間川
駐在所から２名の警察官においでいただ
き，交通安全教室が実施されました。
１・２年生は歩行訓練を，３年生以上

は自転車の乗車練習を行い，最後に警察
官より「自分の命を守るために大切なこ
と」についてお話をいただきました。ま
た，自転車乗車の際にはヘルメットを着
用することを勧められました。

☆昨日から，地域訪問をさせていただいておりま
す。既にお知らせしてある通り，自宅の確認，
通学路や遊び場，危険箇所の点検などを行って
います。

☆連休中に各地区の行政協力員の方から本校の学
校報「地域版（Ａ３表裏）」が届いた事と思い
ます。学校の取組や目指す子どもの姿などを，
地域の方からも知っていただき，協力をいただ
けたらとの思いで発行しました。今年も，年間
５回程度発行する予定です。

Ｑ傘をさして運転しても良い？
Ａ不安定な運転になるので「×」
罰則 ３ヶ月以下の懲役

または５万円以下の罰金
Ｑお酒を飲んで運転しても良い？
Ａ法律上は自転車も「車両」なので「×」
罰則 ３ヶ月以下の懲役

または１００万円以下の罰金


